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●国税に関する控除等       （身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者） 

 

【所得税の障がい者の所得控除】 

  障がいの程度により税額の計算の基礎となる所得から、一定額が控除されます。 

    申請窓口  税務署（給与所得者の場合は、勤務先の給与担当） 

  

【利子等の非課税】 

   少額預金、少額公債について、元本３５０万円を限度として利子等が非課税となり

ます。 

    申請窓口  金融機関、証券会社等 

 

 【相続税に関する障害者控除】 

   相続人が障がい者である場合、相続税額から障がいの程度により一定額が控除され

ます。 

    申請窓口  税務署 

 

 【贈与税の非課税】 

   特別障がい者を受益者として、信託会社等と｢特別障害者扶養信託契約｣を締結した

場合、信託受益権の価格のうち、一定額までは、贈与税の課税価格に算定されません。 

    申請窓口  信託銀行等 

 

 【消費税の非課税】 

   身体障がい者が使用するための次の物品等の譲渡、貸付等が非課税となります。 

    補装具     義肢、装具、補聴器、車いす等 

    その他の物品  視覚障害者用拡大図書器、特殊寝台、体位変換機等 

    改造自動車   身体障がい者が運転できるよう補助手段が講じられているもの 

            車いすを搬送できるよう昇降装置を装備し、車いすを固定する

ための手段を施してあるもの 

    申請窓口  税務署 

 

●地方税に関する控除等      （身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者） 

【県民税、市民税の障がい者の所得控除】 

 障がいの程度により税額の計算の基礎となる所得から、一定額が控除されます。 

    申請窓口  税務課（給与所得者の場合は、勤務先の給与担当） 

 
税金関係の減免等 
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